
（平成２２年３月３１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 11 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認広島地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

広島厚生年金 事案 1141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 20年 12月 10日から 21年１月１日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を 21 年１月１日に訂正

し、20年 12月の標準報酬月額を 100円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 20年 12月の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 大正 15年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 昭和 20年 12月 10日から 21年４月１日まで 

私は、Ａ社に入社してから中途退職や再就職をしたことがないにもかかわ

らず、昭和 20年 12月 10日から 21年４月１日までの期間について厚生年金

保険の加入記録が無い。 

昭和 20 年 12 月分及び 21 年１月分の給与明細書は厚生年金保険料控除の

記載があり、残りの月については控除の記載が無いものの、事務処理を誤っ

たものと考えられるので、未加入期間の記録訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、社会保険事務所（当時）の記録では、申立事業所において昭和

19 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、20 年 12 月 10 日に

資格を喪失後、21 年４月１日に申立事業所において再度資格を取得してお

り、20年 12月から 21年３月までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立事業所では、申立人は、昭和 19 年１月 13 日に入社後、22

年１月末まで継続して勤務していたと回答しており、申立人が所持している

21年１月分の給与明細書（厚生年金保険料は翌月控除）により、20年 12月

の厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間において申立事業所に継

続して勤務し、申立期間のうち、20年 12月の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたものと認められる。 



  

また、昭和 20年 12月の標準報酬月額については、申立人が所持する給与

明細書の保険料控除額から、100円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 20年 12月の保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としており、これを確認できる関連

資料、周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

２ 一方、申立人が所持している昭和 21 年２月分及び同年３月分の給与明細

書により、申立期間のうち、同年１月及び２月の保険料は控除されていない

ことが確認でき、給与明細書が無い 21 年３月の保険料については、前の２

か月の保険料が控除されていないことを踏まえると、控除されていないと考

えるのが自然である。 

また、申立事業所では、申立期間当時の関係資料は保管していないため保

険料控除等について確認できず、申立人が記憶している同僚から、保険料の

控除について具体的な供述は得られない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間のうち、昭和 21 年１月から

同年３月までの厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

   



  

広島厚生年金 事案 1145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 38 年４月１日に、同社Ｄ出張所における資格取

得日に係る記録を 39年９月 16日に訂正し、当該期間の標準報酬月額について

は、38 年３月を１万 4,000 円、39 年９月を２万 8,000 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

申立人は、同社Ｅ支店＜事業所整理記号：＊Ⅰ＞における資格取得日に係る

記録を昭和 38年４月１日に、資格喪失日に係る記録を同年７月１日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額については、１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 38年３月 30日から同年７月１日まで 

             ② 昭和 39年９月 16日から同年 10月 31日まで 

私は、昭和 36年 10月にＡ社に入社し、平成 10年３月 31日まで同社に継

続して勤務していた。最近、勤務月数と加入記録が違うことに気が付き調べ

たところ、Ｃ支店からＥ支店に異動した際の加入記録と、Ｅ支店からＦ支店

管轄内のＤ出張所に異動した際の加入記録が無いことが分かった。いずれの

事業所も同じ会社内の組織なので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立ての事業所の人事台帳（辞令）、雇用保険の加入記録及び複数の同僚

の供述により、申立人が昭和 36年 10 月１日から平成 10 年３月 31 日まで、

申立ての事業所に継続して勤務していたことが確認できる。 

  ２ 申立期間①のうち、昭和 38年３月 30日から同年４月１日までの期間につ



  

いては、申立ての事業所の保管する人事台帳（辞令）により、申立人がＡ社

Ｃ支店に勤務し（昭和 38 年４月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｅ支店に異動）、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の同社Ｃ支店における

昭和 38 年２月の厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の当該期間に係る保険料の納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これをうかがわせる関連資料及び周

辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間①のうち、昭和 38年４月１日から同年７月１日までの期間につい

ては、前記のとおり、申立人は、同年４月１日にＡ社Ｃ支店から同社Ｅ支店

に異動したことが確認できるところ、オンライン記録では、申立人の同社Ｅ

支店＜事業所整理記号：＊Ⅱ＞における被保険者資格の取得日は、38年７月

１日となっている。このことについて、申立ての事業所の本社の人事担当者

は、「当時、Ｅ支店の管轄区域内に当社としての適用事業所が複数あり、申立

人も申立期間にＥ支店管轄内のいずれかの適用事業所で資格取得をしている

はずである。」としている。 

そこで、申立期間に係る同社Ｅ支店管轄内の複数の適用事業所の被保険者

名簿を精査したところ、昭和 38 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所と

なった同社Ｅ支店＜事業所整理記号：＊Ⅱ＞で、申立人と同様に資格を取得

した者が約 500人確認できる。また、このうち 100人についてオンライン記

録を確認したところ、84人が同日付けで適用事業所でなくなった同社Ｅ支店

＜事業所整理記号：＊Ⅰ＞で資格喪失すると同時に同社Ｅ支店＜＊Ⅱ＞で資

格取得していることが確認できる。 

これらのことから、同社Ｅ支店＜＊Ⅱ＞が適用事業所になるまでの間に他

の支店から同社Ｅ支店管轄内に異動した者については、同社Ｅ支店＜＊Ⅰ＞

で資格を取得し、同社Ｅ支店＜＊Ⅱ＞が新規適用事業所となった昭和 38 年

７月１日に、Ｅ支店＜＊Ⅰ＞での資格喪失の手続と、Ｅ支店＜＊Ⅱ＞での資

格取得の手続を同時に行ったものと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間において、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められ、申立人の同社

Ｅ支店＜＊Ⅰ＞における資格取得日は、昭和 38 年４月１日、資格喪失日は

38年７月１日と認められる。 



  

また、当該期間の標準報酬月額については、同社Ｅ支店＜＊Ⅰ＞で４か月

の加入記録があり、申立人と同様に同社Ｅ支店＜＊Ⅱ＞で資格の取得をして

いる同僚 10 人の同社Ｅ支店＜＊Ⅰ＞での標準報酬月額は、いずれも同社Ｅ

支店＜＊Ⅱ＞の資格取得時の標準報酬月額と同額になっていることから、同

社Ｅ支店＜＊Ⅱ＞における申立人の被保険者名簿の昭和 38 年７月の記録か

ら、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格の取得

届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があ

ったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記

録していない。これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当

該社会保険事務所に対し資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 38 年４月から同年６月までの保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

４ 申立期間②について、申立事業所の人事記録（辞令）では、申立人は昭和

39 年９月 16 日付けでＥ支店からＦ支店Ｇ事務所に異動した記録となってい

るが、厚生年金保険の被保険者記録では、39年 10月 31日に同じＦ支店管轄

内のＤ出張所（昭和 39 年９月６日新規適用）で資格を取得していることが

確認できる。このことについて、申立ての事業所の本社の人事担当者は、「当

時は、厚生年金保険の資格の取得及び喪失の届出は、営業所、出張所及び事

務所（支店の場合もある。）等の各現場で行っていたが、保険料控除等の給

与事務処理は各支店で行い、各現場で現金支給していたと思われる。申立人

は、申立期間も継続して勤務しており、給与も支給していたと思われる。」

としており、同社Ｅ支店当時の事務所の申立人の上司は、「Ｄ出張所はＦ支

店管内の出張所であり、支店間での転勤の場合には、厚生年金保険には継続

して加入しているはずである。」としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 39年９月 16日に同社Ｆ支

店に異動した後の申立期間②においても、継続して事業主により給与から保

険料を控除されていたものと認められ、申立人の同社Ｄ出張所における資格

取得日は、39年９月 16日と認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、同社Ｄ出張所における申立人

に係る厚生年金保険被保険者原票の昭和 39 年 10 月の記録から、２万 8,000

円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料の納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業



  

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これをうかがわせる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                    

  

広島国民年金 事案 837 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年１月から 52年２月までの期間及び昭和 52年４月から 56

年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年  月 日 ： 昭和 24年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 47年１月から 52年２月まで 

         ② 昭和 52年４月から 56年８月まで 

昭和 47年１月から 56年８月まで国民年金に加入し、国民年金保険料を納

付していたのに、52年３月の分しか納付記録が無い。親から、「国民年金は

掛けておきなさい。」、「保険料を払えないなら、代わりに払ってあげる。」、

「加入期間が途切れないようにしなさい。」とよく言われており、自分で保

険料を払えない時は、親に払ってもらっていた。 

保険料を納付していたのは間違いないので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、国民年金手帳記号番号払出管理簿によると、申立

人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の手帳記号番号の被保険者資格

取得日（任意加入者）から、申立期間①後の昭和 52年３月以降に払い出され

たものと推認でき、申立人の夫が厚生年金保険の被保険者であることから、

申立人は、国民年金の任意加入対象者となり、制度上さかのぼって被保険者

となり得ないことから、申立期間①は未加入となり、保険料を納付すること

はできない上、申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

また、申立期間①のうち、昭和 47 年１月の住所地であるＡ町（現在は、Ｂ

市）及び同年２月から 52 年２月までの住所地であるＣ市では、当該期間に作

成された、申立人に係る国民年金被保険者名簿は無いとしている。 

申立期間②については、申立人は、戸籍の附票によると、昭和 52年３月 22

日から 55年４月 30日までＤ町（現在は、Ｃ市）に居住していたことになって



                    

  

おり、申立人に係る被保険者名簿により、52年３月 22日に任意加入者として

被保険者資格を取得し、同年４月 19 日に資格喪失していることが確認できる

ことから、同年４月から 55 年４月までの間は未加入であったと推認され、保

険料を納付することはできない。 

また、申立人は、Ｄ町で保険料を納付した記憶は無く、申立人の母親がＣ市

Ｅ支所でＤ町発行の納付書で保険料を納付したとしているところ、Ｃ市の窓口

で、申立期間当時は別の市町村であるＤ町が発行した納付書により保険料を納

付することはできない。 

さらに、申立期間②のうち、Ｃ市の実家に同居していた期間については、Ｄ

町からの転居（昭和 55 年５月）に伴い、Ｃ市では申立人に係る被保険者名簿

を作成したことがうかがえるが、昭和 55年度の納付記録欄（昭和 55年５月か

ら 56年３月まで）には保険料が納付された記録は無く、56年度以降の納付記

録欄は作成されていないことから、当該期間の保険料が納付されたとは考え難

い。 

加えて、申立期間①及び②について、申立人は、国民年金の加入手続に係る

記憶があいまいである上、保険料納付についても、申立人は、ほとんど直接関

与しておらず、申立人の保険料納付等を担っていたとする申立人の母親も既に

死亡していることから、当時の納付状況等も不明である。 

このほか、申立人が申立期間①及び②の保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間①及び②の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



                    

  

広島国民年金 事案 838 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年 10 月、62 年２月、同年６月から同年 11 月までの期間、

63年３月、平成元年４月から同年 10月までの期間、４年３月から５年８月ま

での期間及び同年９月から６年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 61年 10月 

             ② 昭和 62年２月 

             ③ 昭和 62年６月から同年 11月まで 

             ④ 昭和 63年３月 

             ⑤ 平成元年４月から同年 10月まで 

             ⑥ 平成４年３月から５年８月まで 

             ⑦ 平成５年９月から６年３月まで 

   私は、申立期間①から④までの国民年金保険料を昭和 61 年４月から平成

元年３月までの保険料と一緒に、元年１月か同年２月に解約した生命保険を

原資として、同年３月ごろに納付した。また、申立期間⑤については、まと

めて支払った記憶があり、申立期間⑥及び⑦については、働いていた時の失

業保険を原資にして漏れなく５年９月の再婚後に納付したので、申立期間①

から⑦までが未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①、②、③及び④について、申立人は、Ａ市に住んでいた平成元

年３月ごろに前住地を管轄するＢ市Ｃ区役所まで出向いて 20 万円から 30

万円の国民年金保険料を現金でまとめて納付した記憶があるとしているが、

同年３月に区役所で納付することが可能である保険料は昭和 63 年度の保険

料であり、過年度保険料を納付することができない上、オンライン記録では、

同年度分の保険料を現年度納付していることが確認できることから、申立人

が平成元年３月ごろにＢ市Ｃ区役所で現金でまとめて納付したとする記憶



                    

  

は、申立期間①、②、③及び④以外の昭和 63 年度分の保険料の納付のこと

と考えるのが自然である。 

    また、オンライン記録では、昭和 61 年４月から平成元年３月までの期間

のうち、申立期間①、②、③及び④以外の期間について、申立人は、保険料

をすべて現年度納付しており、同年３月ごろに、昭和 61 年４月から平成元

年３月までの保険料をまとめて納付したとする供述と矛盾する。 

  ２ 申立期間⑤について、申立人は、保険料を現金でまとめてＡ市役所で納付

したとする以外に具体的な納付時期について記憶は無く、保険料を納付した

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    なお、申立人は、申立期間①から⑤までの保険料額について、20 万円か

ら 30万円としているが、当該期間の保険料額は 12万 2,000円であり、申立

人の供述と大きく異なる。 

  ３ 申立期間⑥及び⑦について、申立人は、平成５年９月の再婚後に失業等給

付を受給してすぐにその基本手当を原資として国民年金保険料をＡ市役所

でまとめて納付したとしているが、申立期間⑥のうち、４年３月から５年３

月までの保険料は過年度保険料となり、平成５年度の時点では市役所で納付

することはできない。 

また、申立人は、申立期間⑥及び⑦の保険料を再婚後にまとめて 20 万円

から 30万円を納付したとし、当該期間の保険料額 25万 1,400円と申立人の

供述とは一致するが、前述のとおり、申立期間⑥の大半を占める平成４年３

月から５年３月までの 13 か月分は過年度保険料であり、市役所で納付する

ことができない。 

さらに、申立期間⑦について、申立人は、平成５年９月の再婚の際に夫が

勤める会社に出向いて健康保険の被扶養配偶者の認定手続を行ったとして

いるが、当時、夫が勤務していた事業所の健康保険組合は、申立人の被扶養

認定は申立期間⑦後の６年４月７日であるとしており、供述と異なる。 

  ４ 申立期間①から⑦までを通じて、Ａ市役所が保管する申立人に係る保険料

納付記録は未納となっており、このほか申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、保険料をＢ市

Ｃ区役所及びＡ市役所で現金で一括して納付したとの主張のほかに申立期

間に保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の全期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



                    

  

広島国民年金 事案 839 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53年１月から 60年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 53年１月から 56年 12月まで 

② 昭和 57年１月から 60年 12月まで 

    私は、妻が長女を出産した昭和 56 年６月の半年ぐらい前か 55年 10月か

11 月ころに国民健康保険及び国民年金の加入手続を町役場で行った。当時

は、国民健康保険と国民年金は一つで同じものと思っていたので、国民健康

保険と国民年金との区分けの意識はせずに同じものであるという感覚で保

険料を一括して３年間さかのぼって納付した。 

その後も国民年金保険料を納付したが、国民年金の保険料が未納とされて

いることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、昭和 56年 12月までは、日本国籍の者であることが

国民年金の被保険者要件とされていたため、外国籍の者は国民年金に加入で

きなかったが、申立人は昭和 60年 10月に帰化していることが戸籍により確

認できることから、申立人は、申立期間①当時は、制度上、国民年金には加

入できない期間である。 

また、申立人が町役場において現金で過去３年間分の国民年金保険料を一

括納付して国民年金に加入したとする時期は、申立人の供述から昭和 55 年

10月から 56年１月ごろと思われるところ、申立期間①について申立人の氏

名（旧姓を含む。）で国民年金手帳記号番号払出簿を調査した結果、別の手

帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、町が

保管する申立人の国民年金の電算記録（被保険者連絡票）及び検認報告書（昭

和 61年度第１期分）において、申立人の被保険者資格取得日は 57年１月１

日であることが確認できる。 



                    

  

２ 申立期間②については、社会保険事務所（当時）から町へ払い出された申

立人の手帳記号番号の払出日は昭和 61年４月 25日であり、通常、当該時期

以降に被保険者に対し手帳記号番号が払い出されることから、手帳記号番号

の払出しの時点で、申立期間②のうち、少なくとも 58年 12月以前は時効に

より保険料を納付できない期間である。 

また、申立人の被保険者資格取得日である昭和 57 年１月１日を含む、昭

和 56年度から 60年度までの検認報告書を確認したが、手帳記号番号の払出

し前であるこの時期に申立人の手帳記号番号は見当たらず、保険料の納付に

ついて確認できない。 

なお、申立人が所有する国民年金手帳の住所欄の最初の住所は「Ａ町Ｂ２

丁目 14番 17号」と記載されているほか、町が保管する閉鎖済登録原票記載

事項証明書でも、「Ａ町Ｂ２丁目 14番 17号（昭和 58年５月 11日移転）」と

記載されている上、未納期間における申立人の住所地と手帳記号番号が払い

出された町は同じであることから、申立期間②において申立人に別の手帳記

号番号が払い出されることは考え難い。 

３ 申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①及び②に保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。  

 



                    

  

広島国民年金 事案 840 (事案 480の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 40年４月から 50年３月まで 

昭和 50 年４月１日に市役所の窓口で国民年金の加入手続を行った時に、

10年前までさかのぼって支払えると聞いた。年金救済法は成立しているが、

用紙などの準備ができていないので、後日改めて来るように言われたが、何

度も行けないので、今支払いたい旨を伝えて、計算してもらい妻が夫婦二人

分を支払った。年金手帳に日付が書き入れてあるので、納付済みであること

は、それで分かるからとのことだった。その後、52 年５月９日に付加年金

の加入手続をするために市役所を訪れた時、申立期間が納付済みとなってい

ることを確認したのに、未納というのは納得できない。 

前回の申立てで認められなかったので、再度、申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の国民年金手帳記号番号が妻と連

番で昭和 52 年５月ごろに払い出されている上、50 年４月から 52 年３月まで

の過年度保険料を52年５月10日に納付したことを示す領収証書を所持してい

ることから、その時点で納付可能な 50年４月から 52年３月までは、過年度納

付したが、申立期間については時効により納付できなかったのではないかと推

認されるほか、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

や、ほかに申立期間に国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 20年 12 月 25日付

け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、当時、応対した市の複数の職員の名を新たに挙げているが、

これらの職員は、国民年金担当課に在籍していたことは確認できるものの、既

に死亡しており、当時の状況を確認することはできない上、また、申立人から



                    

  

提出のあった市から入手したとする保険料の早見表には昭和 52 年度の保険料

額が明記されているが、この保険料額は昭和 51 年６月以降に公知されたもの

で、申立人の国民年金加入手続を行ったとする 50年４月には昭和 52年度の保

険料額は明記できないことが確認できるなど、ほかに委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                    

  

広島国民年金 事案 841 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和62年10月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 42年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 62年 10月から 63年３月まで 

② 昭和 63年４月から平成３年３月まで 

私は、昭和 62年 10月から平成３年３月までの国民年金保険料納付記録に

ついて、社会保険事務所（当時）に照会申出書を提出したところ、昭和 62

年 10月から 63年３月までは納付事実が確認できないこと、及び同年４月か

ら平成３年３月までは加入の事実が確認できないことの回答をもらった。 

申立期間①については、母が平成元年１月ごろに、Ａ市Ｂ区役所でまとめ

て納付したと記憶しており、申立期間②については、Ａ信用金庫Ｃ支店の行

員に母の勤務先に集金に来てもらい、母が納付しているので、未加入扱いと

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金手帳記号番号払出日は、社会保険事務所の処理した記

録から、平成４年７月ごろと推定されることから、この時点で、申立人が 20

歳に到達した昭和 62 年＊月＊日にさかのぼって被保険者資格を取得したと考

えられ、手帳記号番号の払出しの時点では、申立期間①については時効のため

国民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間②については学生のため

任意加入となり、さかのぼって加入手続はできない。 

また、申立人に係る手帳記号番号は、Ｄ社会保険事務所（当時）が払い出し

た手帳記号番号であること及び申立人が唯一所持する年金手帳の「国民年金の

記録（1）」の欄には、「被保険者となった日：昭和 62年＊月＊日」、「被保険者

でなくなった日：昭和 63 年４月１日」及び「被保険者となった日：平成３年

４月１日」と記載があり、さらに、住所欄にはＥ地Ｄ区の住所が印字されてい

ることから、Ａ市では国民年金の加入手続を行っていないと考えられる。 



                    

  

加えて、Ａ市Ｂ区役所及び同市Ｆ区役所では、当時加入していた被保険者の

名簿は残っているが、申立人の名簿は存在しないとしているため、申立人に対

して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

その上、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 

 



広島厚生年金 事案 1142 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 51年７月 

昭和 51 年ごろに求職活動をし、Ａ社に願書を提出していたが、臨時採用

の呼出し（採用通知）が無いため、51 年２月からＢ社（申立事業所）へ就

職した。ところが、51年７月 23日に、Ａ社から臨時雇用員として、明日か

らＡ社に来るようにと連絡があったので、Ｂ社の社長に事情を説明し退職さ

せてもらった。 

ねんきん特別便で申立期間が未加入となっていることを知ったが、私は、

Ｂ社で昭和 51 年７月分の保険料を控除されていたことを証明できる資料を

持っており、厚生年金保険に未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持している申立事業所の給与明細書によると、厚生年金保険の被

保険者資格を取得した月の昭和 51 年２月から同年７月までの６か月間、給与

から厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人が申立事業所を離職した日については、雇用保険の加

入記録によると、昭和 51年７月 29日となっており、申立事業所を離職後に勤

務したＡ社の臨時雇用員雇用契約書では、契約期間の始期は同年７月 24 日と

なっている上、申立人自身も、同日からＡ社の臨時職員として勤務したので、

申立事業所に同年７月末日までは勤務していなかったとしている。 

また、Ａ社における申立人の被保険者資格の取得日は、昭和 51 年８月１日

となっており、所持しているＡ社の給与明細書により、同年７月は７日間勤務

していることが確認できるが、同年７月分の給与から厚生年金保険料は控除さ

れていないことが確認できる。 

さらに、昭和 51 年分の給与所得源泉徴収票（Ａ社作成）によると、申立事



業所における社会保険料控除額は 36,696 円と記載されており、当該金額は、

申立期間を除く昭和 51 年２月から同年６月までの厚生年金保険料及び健康保

険料と同年２月から同年７月までの雇用保険料の合計額とおおむね一致する。 

加えて、厚生年金保険法第 19条において、「被保険者期間を計算する場合に

は、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した

月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 14条において、

資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日とされているこ

とから、申立人の資格喪失日は昭和 51年７月 29日であり、同年７月は、申立

事業所における厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立事業所において昭和 51 年７月の厚生年金保険料

を同年７月分の給与から控除されていることが確認できるが、申立期間につい

て、申立人は当該事業所に使用されていた者であったと言えないことから、厚

生年金保険被保険者であったと認めることはできない。 

 

 



広島厚生年金 事案 1143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 59年 11月 16日から 60年５月 31日まで 

    私は、申立期間については、Ａ病院に非常勤職員として勤務していたが、

その間の厚生年金保険の記録が無いことに納得がいかないので、訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所が保管する人事記録により、申立人が申立期間について、申立事

業所に非常勤職員として勤務していたことが認められる。 

しかし、申立事業所では、昭和 59年 11月ごろ、国から非常勤職員を厚生年

金保険に加入させるよう指示はあったが、それより前は、本人が希望すれば加

入させる取扱いであったとしており、国からの指示に基づく具体的な実施時期

については不明としている。 

そこで、申立事業所における非常勤職員の厚生年金保険の加入状況を調査し

たところ、申立人と同日に採用された非常勤職員は厚生年金保険に加入してお

らず、昭和 59年度に採用された非常勤職員 10人のうち、厚生年金保険に加入

しているのは３人（昭和 60年に入って採用された１人を含む。）のみであった

が、60年度に採用された非常勤職員 19人については、17人が厚生年金保険に

加入していることが確認できる。このことから、申立事業所における非常勤職

員の厚生年金保険の加入については、昭和 60 年に入り採用された非常勤職員

からその取扱いが変更されたことがうかがえる。 

また、照会に回答のあった非常勤職員３人は、申立人を記憶しておらず、申

立期間に係る勤務実態、保険料控除等について具体的な供述は得られない。 

さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立期

間について、健康保険番号に欠番は無く、申立人の名前は無い。 



このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

 

 



広島厚生年金 事案 1144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 38年 10月 28日から 39年６月 16日まで 

② 昭和 39年 11月 30日から同年 12月１日まで 

私は、昭和 38年 10月 28日から 39年 11月 30日まで、Ａ社Ｂ支店で勤務

していた。入社日（昭和 38年 10月 28日）のことを記載した日記を持って

おり、申立期間①については、確かに勤務していた。また、次の会社には空

白期間無く勤めたので、申立期間②についても在籍しており、厚生年金保険

の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が所持している日記の昭和 38 年 10 月 28

日（月曜日）の欄の記述（今日よりＡ社Ｂ支店に入社）及び金銭出納録の記

載（給与の支給）等から申立人が申立事業所に勤務していたことが推認でき

る。 

しかしながら、申立人が記憶している同僚で申立人より早く入社していた

とする２人の厚生年金保険被保険者記録をみると、１人は申立人が入社した

とする日（昭和 38年 10月 28日）の約半月後に資格取得し、残る１人は約

４か月半後に資格取得しており、申立人より１、２年早く入社したとする同

僚は、申立人が入社したとする月の初日（昭和 38年 10月１日）に資格取得

していることから、申立事業所では、厚生年金保険の加入について、必ずし

も入社と同時に加入させていたわけではなく、従業員により取扱いが異なっ

ていたことがうかがわれる。 

２ 申立期間②については、申立人は昭和 39年 11月後半の日記等を記載して

おらず、申立人の退職日を推認できる資料は無い。 

また、申立人と同日に被保険者資格を取得している 28 人の被保険者資格



喪失日を調査したところ、23人が月末又は月中の喪失となっており、かつ、

申立人の資格喪失日の前後１年間に資格喪失している者 12 人をみても４人

が月末に資格を喪失しており、申立事業所においては、資格喪失の届出につ

いては一括して行っておらず、区々となっていることから、申立人の資格喪

失日が昭和 39年 11月 30日(月曜日）となっていることを不自然とまではい

えない。 

さらに、申立人が資格喪失した時点で被保険者資格を有していた同僚は、

申立人のことを記憶しておらず、申立人の退職時期等について供述を得るこ

とができない。 

３ 申立事業所の更生管財人は、申立期間①及び②当時の資料は保存しておら

ず、申立人の勤務実態、厚生年金保険料の控除については不明としており、

照会に回答のあった同僚２人からは、申立人の保険料控除等について具体的

な供述は得られない。 

このほか、申立人が申立期間において事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことをうかがわせる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



広島厚生年金 事案 1146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 38年４月 11日から 40年１月ごろまで 

             ② 昭和 49年５月１日から同年７月１日まで 

    申立期間①において、社会保険事務所（当時）の厚生年金保険被保険者記

録を確認したところ、Ａ社での被保険者期間が昭和 38 年２月１日から同年

４月 11日となっていたが、昭和 40年１月ごろまで働いており、厚生年金保

険に加入していたと思うので調査してほしい。 

    申立期間②において、昭和 49 年５月１日から同年７月１日まで、Ｂ社で

妻と一緒に働いており、その妻に、被保険者記録はあるが、自分には、被保

険者記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人とほぼ同時期に申立事業所の厚生年金保険被

保険者資格を有する 10 人に照会したところ、回答があった７人のうち、６

人は申立人のことを知らないとし、当時、配車係の担当者であった１人には

申立人の名前に覚えがあるものの、運送先等は別の事務員を通じての指示で

あり、申立人には直接指示していないとしており、申立人の申立事業所にお

ける勤務形態及び厚生年金保険の加入等については分からないとしている。 

    また、申立人が申立期間①について、申立事業所から名義を借りて自己所

有の配送車により営業を行い、この間、申立事業所に名義料と合わせて厚生

年金保険料を納付したとしていることについて、申立事業所の代表取締役で

あった２人は、申立事業所においては名義の貸借は行われていたが、厚生年

金保険の加入等については分からないとしている。  

さらに、申立人は、厚生年金保険料額等についての具体的な記憶は無く、

申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の人事 



   記録及び賃金台帳等も確認できない。 

  ２ 申立期間②について、申立人とほぼ同時期に申立事業所の厚生年金保険被

保険者資格を有する６人に照会したところ、全員が申立人のことを知らない

としている。また、元役員で、社会保険等の事務を担当していた者によれば、

「当時は運転手を雇用する場合、３か月間程度の試用期間を設けていた記憶

があり、申立人は試用期間を経過する前に退職したかもしれない。」として

おり、申立人の申立事業所における勤務実態及び厚生年金保険の適用につい

て確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間②当時、事業主により給与から厚生年金保険

料を控除されていたことの明確な記憶は無く、申立事業所は既に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、当時の人事記録及び賃金台帳等の書類も

確認できない。 

３ このほか、申立人が申立期間①及び②において事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。  

 



広島厚生年金 事案 1147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43年３月 21日から 44年４月１日まで 

    私は、前事業所を退職後間もなく、Ａ社に正社員として入社し、健康飲料

の配達と営業の業務に従事していた。同社には、約１年間勤務したと記憶し

ているが、厚生年金保険の記録が３か月弱しかなく、勤務期間と相違してい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立事業所と思われる事業所において、申立事業所における厚生

年金保険の被保険者期間とほぼ一致する昭和 42 年 12 月 21 日から 43 年３月

20 日までの雇用保険の加入記録が確認できるものの、申立期間に係る雇用保

険の加入記録は確認できない。また、同僚の供述からも申立事業所に勤務し

ていたことは推認できるが、勤務期間を特定することはできず、申立人の申

立期間に係る勤務実態について確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間当時、給与から厚生年金保険料を控除されてい

たことに関する具体的な記憶が明らかでない上、申立人に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票において、申立事業所に係る被保険者の資格喪失日は昭和

43年３月 21日、健康保険証を社会保険事務所（当時）に返納したことを意味

する「43．４．12 証返納済」の押印が確認できる。 

加えて、申立事業所は既に解散しており、申立期間当時の代表者から、申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の適用について、確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



広島厚生年金 事案 1148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 31年１月 31日から 32年２月 11日まで 

    私は、昭和 30年１月 21日に自動車運転免許を取得した１年後の 31年１

月 31日にＡ社に運転手として入社した。過去４社に勤務したが、退職から

次の就職まで長くても１週間で就職しており、１年間も空いていることが理

解できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の記憶及び複数の同僚の証言から、申立人が申立期間において申立

事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人が名を挙げた同僚及びオンライン記録において申立事

業所における厚生年金保険被保険者資格取得日が申立人と同日の昭和 32 年２

月 11日である同僚等 10人に照会したところ、回答のあった８人中６人の資格

取得日は、自身が記憶する入社時期より期間の長短(２か月から 23 か月)はあ

るものの後であることが確認できる。 

また、「申立事業所は当時、３か月間の試用期間を設けていたと先輩から聞

いたことがある。」、「申立事業所は当時、専務が一人でいろいろなことを決め

ていたので運転手の厚生年金保険の加入時期にもバラツキがあったのではな

いか。」との同僚の供述もあることから、申立事業所は、従業員の入社後すぐ

には厚生年金保険の加入手続を行っていなかったことがうかがわれる。 

さらに、申立事業所の後継事業所は、「申立事業所に係る人事記録、賃金台

帳等は引き継いでおらず、保管場所も不明である。」としており、申立人の厚

生年金保険の適用について、確認することができない。 

このほか、申立人は、申立事業所における厚生年金保険料控除に係る記憶が

明らかではなく、申立人が申立期間において保険料を事業主により給与から控



除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 


